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独立行政法人改革等に関する分科会 

第４ワーキンググループ（第１回）議事概要 

 

 

１．日 時：平成 25 年 10 月 11 日（金）9:00～11:00 

２．場 所：中央合同庁舎第 4号館 12 階 1214 特別会議室 

３．出席者：稲田行政改革担当大臣 

（委員）吉野座長、太田委員、髙木委員、田中委員 

（事務局）行政改革推進本部事務局 

（国土交通省）井上住宅局長、広畑審議官ほか 

（都市再生機構（ＵＲ））上西理事長、菊地理事ほか 

 

４．議 題： 

  （１）座長代理の指名 

（２）ＵＲの改革に関するこれまでの検討の経緯について 

（３）ＵＲの改革に関する検討の視点について 

（４）ＵＲを取り巻く環境と業務の現況について 

（５）意見交換 

 

５．議事概要： 

 ○ 冒頭、稲田大臣より、「今回の検討を、第１次安倍内閣で着手して以来の「改

革の集大成」としたいと考えている。委員の皆様には、ＵＲに関する既往の提言

も検証しながら、ＵＲの今後の政策的役割を明確にした上で、健全な財務構造へ

の転換を図り、民業補完の徹底と政策実施機能の発揮とを両立しうる実現可能な

改革案を取りまとめていただきたい。」との挨拶があった。 

 

○ 座長代理には座長から髙木委員が指名された。 

 

○ 資料２に基づいて、行政改革推進本部事務局より、ＵＲの改革に関するこれま

での検討の経緯について説明を行った。 

 

○ 引き続いて、事務局より、資料３のとおり、今後第４ワーキングループにおい

てＵＲの改革の検討を行う上での基礎となる「ＵＲの改革に関する検討の視点」

を提示した。今後はこれに基づき、ＵＲの改革に係る議論を進めることとされた。 

 

○ 資料４－１及び資料４－２に基づいて、国土交通省及びＵＲより、ＵＲを取り

巻く環境と業務の現況について説明があった。 
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○ その後、意見交換が行われた。主な意見は以下のとおり。 

 ・ＵＲの今日的な政策的役割を再定義し、ＵＲはどのような社会的課題のために

あり、何をすべきかを明らかにするべき。 

 ・巨額の債務をどのように削減するかが、ＵＲの政策的役割を考えることと同じ

か、それ以上に重要。 

 ・財務構造を健全化するための方策の検討にあたっては、金利上昇リスク、人口

減少による地価や家賃の下落リスク、賃貸住宅の建替等による除却損、ニュー

タウン事業の処分に係る損失等を踏まえることが必要。 

 ・収益の向上を担保する仕組みとして、資産・負債はＵＲに残した上で、別事業

体にサブリースをして収益をＵＲが吸収する、いわゆる「上下分離方式」が考

えられる。 

 

 

（文責：内閣官房行政改革推進本部事務局（速報版のため事後修正の可能性あり）） 


